
（別表第二：第五条第２項関係）　日光川流域の排水機一覧

　排出先河川名 排水量

距離標 左岸 右岸 (m3/s)

下流 1 戸田茶屋 名 古 屋 市 戸田川地区湛水防除協議会
日光川

(準用東小川)
-3ｋ552 ○ 25.41

下流 2 戸 田 川 名 古 屋 市 名古屋市 日光川 -3ｋ100 ○ 30.00

下流 3 工場排水 名 古 屋 市
名古屋中川金属団地
協同組合

日光川 -2ｋ600 ○ 0.94

下流 4 新 茶 屋 名 古 屋 市 茶屋後土地改良区 日光川 -1ｋ400 ○ 3.70

下流 5
福　田　川

<福田前新田>
名 古 屋 市 福田悪水土地改良区 日光川 -0ｋ800 ○ 90.00

下流 6 協　　和 名 古 屋 市 協和土地改良区 日光川 -0k800 ○ 1.60

下流 7 福田前第２ 名 古 屋 市 協和土地改良区 日光川 -0ｋ275 ○ 0.16

下流 8 蟹　　江 名 古 屋 市 愛知県（建設） 日光川 -0ｋ200 ○ 52.00

下流 9 福　　屋 名 古 屋 市 西福田土地改良区 福田川 0ｋ800 ○ 0.70

下流 10 井　　箱 名 古 屋 市 協和土地改良区 福田川 1k600 ○ 0.16

下流 11 福屋第一 名 古 屋 市 福田川排水対策協議会 福田川 1ｋ800 ○ 2.30

下流 12 千音寺 名 古 屋 市 名古屋市 福田川 6ｋ100 ○ 0.13

下流 13 名西団地 名 古 屋 市 名古屋市 福田川 6ｋ900 ○ 0.50

下流 14 西福田第２ 名 古 屋 市 協和地区湛水防除協議会 蟹江川 0k000 ○ 0.87

戸田 15 小　　川 名 古 屋 市 小川土地改良区 戸田川 0ｋ500 ○ 0.54

戸田 16 海東南<海東> 名 古 屋 市 海東土地改良区 戸田川 2ｋ300 ○ 0.47

戸田 17 海東北<蔵前> 名 古 屋 市 海東土地改良区 戸田川 3ｋ100 ○ 0.21

戸田 18 富　　永 名 古 屋 市 富田町土地改良区 戸田川 4ｋ500 ○ 1.32

戸田 19 水　　里 名 古 屋 市 名古屋市(下水） 戸田川 5ｋ150 ○ 8.40

戸田 20 戸　　田 名 古 屋 市 名古屋市(下水） 戸田川 6ｋ900 ○ 16.34

小計 235.75

上流 21 新 堀 川 一 宮 市 一宮市
日光川

(準用新堀川)
19ｋ300 ○ 20.00

上流 22 玉　　野 一 宮 市 一宮市 日光川 20ｋ050 ○ 4.67

上流 23 萩　　原 一 宮 市 一宮市 日光川 21ｋ050 ○ 0.60

上流 24 稔　　川 一 宮 市 一宮市 日光川 21ｋ500 ○ 4.80

上流 25 小　　信 一 宮 市 一宮市（下水） 日光川 22ｋ300 ○ 12.16

上流 26 三　　条 一 宮 市 一宮市（下水） 日光川 23ｋ700 ○ 14.30

小計 56.53

区分 No. 機場名 市町村名 管理者名 位置



上流 27 十三沖永神明 津 島 市 十三沖永悪水土地改良区 日光川 4k800 ○ 18.71

上流 28 市場(新) 津 島 市 日光川西悪水土地改良区 日光川 5ｋ800 ○ 6.57

上流 29 市場(旧) 津 島 市 日光川西悪水土地改良区 日光川 5ｋ800 ○ 4.30

上流 30 十三沖永越津 津 島 市 十三沖永悪水土地改良区 日光川 7k200 ○ 11.30

上流 31 越　　津 津 島 市 十三沖永悪水土地改良区 日光川 7k200 ○ 3.33

上流 32 古　　瀬 津 島 市 勝幡地域排水機運営協議会 目比川 0ｋ500 ○ 1.08

上流 33 五　八 津 島 市 五八悪水土地改良区 目比川 1k200 ○ 4.90

上流 34 葉 苅 (西) 津 島 市 十三沖永悪水土地改良区 目比川 1k300 ○ 0.11

上流 35 葉 苅（東） 津 島 市 十三沖永悪水土地改良区 目比川 1k300 ○ 0.14

上流 36 五八第２ 津 島 市 五八悪水土地改良区 目比川 1k700 ○ 5.15

上流 37 又　吉 津 島 市 領内川用悪水土地改良区 新堀川 1ｋ500 ○ 0.10

上流 38 向　　島 津 島 市 領内川用悪水土地改良区 新堀川 2ｋ100 ○ 2.44

上流 39 向島第２ 津 島 市 領内川用悪水土地改良区 新堀川 2ｋ100 ○ 4.30

小計 62.43

上流 40 城　　西 稲 沢 市 領内川用悪水土地改良区 日光川 10ｋ550 ○ 0.26

上流 41 黒　　田 稲 沢 市
稲沢市日光川水系排水対策協
議会

日光川 10ｋ600 ○ 5.00

上流 42 嫁　　振 稲 沢 市 領内川用悪水土地改良区 日光川 10ｋ800 ○ 0.32

上流 43 宮　　浦 稲 沢 市 領内川用悪水土地改良区 日光川 11ｋ400 ○ 2.20

上流 44 平　　和 稲 沢 市
稲沢市日光川水系排水対策協
議会

日光川 11ｋ500 ○ 5.80

上流 45 半　　六 稲 沢 市
稲沢市日光川水系排水対策協
議会

日光川 11ｋ690 ○ 1.35

上流 46 下　　起 稲 沢 市 領内川用悪水土地改良区 日光川 12ｋ200 ○ 0.04

上流 47 西 光 坊 稲 沢 市
稲沢市日光川水系排水対策協
議会

日光川 12ｋ480 ○ 0.64

上流 48 西 光 坊 稲 沢 市 領内川用悪水土地改良区 日光川 12ｋ750 ○ 0.22

上流 49 西光坊杁上 稲 沢 市
稲沢市日光川水系排水対策協
議会

日光川 13ｋ625 ○ 0.46

上流 50 丸　　渕 稲 沢 市
稲沢市日光川水系排水対策協
議会

日光川 14ｋ100 ○ 2.50

上流 51 片原一色 稲 沢 市
稲沢市日光川水系排水対策協
議会

日光川 15ｋ470 ○ 1.20

上流 52 三 宅 川 稲 沢 市
稲沢市日光川水系排水対策協
議会

三宅川 1ｋ500 ○ 1.76

上流 53 中 三 宅 稲 沢 市
稲沢市日光川水系排水対策協
議会

三宅川 2ｋ500 ○ 0.33

上流 54 井　　堀 稲 沢 市
稲沢市日光川水系排水対策協
議会

三宅川 3ｋ600 ○ 2.30

上流 55 須ヶ谷東 稲 沢 市
稲沢市日光川水系排水対策協
議会

三宅川 3ｋ600 ○ 1.20

上流 56 儀 長 東 稲 沢 市
稲沢市日光川水系排水対策協
議会

三宅川 4ｋ950 ○ 0.10



上流 57 儀　　長 稲 沢 市
稲沢市日光川水系排水対策協
議会

三宅川 5ｋ300 ○ 1.20

上流 58 三 ヶ 月 稲 沢 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 0k300 ○ 1.08

上流 59 平　　六 稲 沢 市 稲沢市建設部土木課 領内川 0ｋ300 ○ 0.47

上流 60 六輪見取 稲 沢 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 0ｋ400 ○ 0.07

上流 61
塩川第１
<塩川>

稲 沢 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 0ｋ600 ○ 0.31

上流 62 塩川第２ 稲 沢 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 0ｋ800 ○ 0.23

上流 63
六輪第１
<六輪>

稲 沢 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 1ｋ450 ○ 0.23

上流 64 六輪第２ 稲 沢 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 1ｋ450 ○ 0.83

上流 65 須ヶ脇第３ 稲 沢 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 2ｋ100 ○ 0.30

上流 66 五ツ屋第３ 稲 沢 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 5ｋ272 ○ 0.05

上流 67 五 ツ 屋 稲 沢 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 5ｋ300 ○ 0.16

上流 68 五ツ屋第２ 稲 沢 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 5ｋ800 ○ 0.37

上流 69 甲 新 田 稲 沢 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 5k800 ○ 3.50

上流 70 牧川第２ 稲 沢 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 6ｋ885 ○ 3.50

上流 71 二　　俣 稲 沢 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 7ｋ100 ○ 3.70

上流 72 流新田 稲 沢 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 7ｋ100 ○ 0.12

上流 73 下 川 原 稲 沢 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 7ｋ100 ○ 0.37

上流 74 牧川第１ 稲 沢 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 7ｋ800 ○ 4.24

上流 75 光堂川第1 稲 沢 市
稲沢市日光川水系排水対策協
議会

光堂川 0k450 ○ 1.50

上流 76 光堂川第2 稲 沢 市
稲沢市日光川水系排水対策協
議会

光堂川 1k200 ○ 1.30

上流 77 千 代 田 稲 沢 市
稲沢市日光川水系排水対策協
議会

目比川 3ｋ100 ○ 6.00

上流 78 千代田第２ 稲 沢 市
稲沢市日光川水系排水対策協
議会

目比川 3ｋ100 ○ 11.67

小計 66.88

上流 79 目比川河口 愛 西 市 目比川流域排水対策協議会 日光川 8ｋ800 ○ 30.00

上流 80 勝　　幡 愛 西 市 勝幡地域排水機運営協議会 日光川 10ｋ000 ○ 4.07

上流 81 渕　　高 愛 西 市 愛西市 日光川 13k000 ○ 0.32

上流 82 千　　引 愛 西 市 勝幡地域排水機運営協議会 目比川 1ｋ300 ○ 0.15

上流 83 佐　　折 愛 西 市 勝幡地域排水機運営協議会 目比川 1ｋ700 ○ 0.10

上流 84 源 佐 愛 西 市 勝幡地域排水機運営協議会 目比川 2k400 ○ 0.15

上流 85 大 縄 場 愛 西 市 勝幡地域排水機運営協議会 三宅川 0ｋ100 ○ 0.11

上流 86 根　　高 愛 西 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 0ｋ700 ○ 6.55



上流 87 根高第２ 愛 西 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 0ｋ800 ○ 7.00

上流 88 五 軒 家 愛 西 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 1ｋ900 ○ 0.45

上流 89 須ヶ脇第２ 愛 西 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 2ｋ208 ○ 0.70

上流 90
須ヶ脇第１
<須ヶ脇>

愛 西 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 2ｋ250 ○ 2.52

上流 91 元足立 愛 西 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 2ｋ250 ○ 0.50

上流 92 草　　平 愛 西 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 2ｋ450 ○ 0.12

上流 93 川　　田 愛 西 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 2ｋ550 ○ 0.66

上流 94 阿　　原 愛 西 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 3ｋ000 ○ 0.33

上流 95 西 川 端 愛 西 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 3ｋ000 ○ 2.10

上流 96 西川端第２ 愛 西 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 3ｋ000 ○ 5.00

上流 97 鷹　　場 愛 西 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 3ｋ500 ○ 2.46

上流 98 鷹場第2 愛 西 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 3ｋ500 ○ 3.00

上流 99 上　　兼 愛 西 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 4ｋ200 ○ 0.12

上流 100 開　　治 愛 西 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 4ｋ600 ○ 3.00

上流 101 開治第2 愛 西 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 4ｋ600 ○ 1.20

上流 102 杁ノ戸 愛 西 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 4ｋ900 ○ 0.05

上流 103 下東川 愛 西 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 5ｋ607 ○ 0.45

上流 104 東川<野田> 愛 西 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 5ｋ800 ○ 2.16

上流 105 八　　開 愛 西 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 5ｋ800 ○ 0.52

上流 106 八開第2 愛 西 市 領内川用悪水土地改良区 領内川 5ｋ800 ○ 1.20

小計 74.99

下流 107 大神場第１ 弥 富 市 十四山土地改良区 宝川 0k200 ○ 2.80

下流 108 大神場第2 弥 富 市 十四山土地改良区 宝川 0k200 ○ 2.73

下流 109 六箇 弥 富 市 十四山土地改良区 宝川 0ｋ800 ○ 3.10

下流 110 新孫宝 弥 富 市 孫宝排水土地改良区 宝川 1ｋ000 ○ 28.00

下流 111 孫宝第2 弥 富 市 孫宝排水土地改良区 宝川 1ｋ000 ○ 19.20

小計 55.83

下流 112 土 吐 川 あ ま 市 福田川排水対策協議会 福田川
(普通土吐川)

9ｋ600 ○ 5.00

下流 113
小 切 戸

<小切戸１>
あ ま 市 小切戸湛水防除事業協議会 蟹江川 4k700 ○ 3.64

下流 114 小切戸第２ あ ま 市 小切戸湛水防除事業協議会 蟹江川 4k700 ○ 2.56

下流 115 鯰　　橋 あ ま 市 宝南悪水土地改良区 蟹江川 4ｋ750 ○ 1.84



下流 116 鷹　　居 あ ま 市 宝南悪水土地改良区 蟹江川 5ｋ300 ○ 2.45

下流 117 神　　尾 あ ま 市 蟹江大澪悪水土地改良区 蟹江川 5k600 ○ 0.65

下流 118 四 ヶ 村 あ ま 市 宝南悪水土地改良区 蟹江川 6ｋ400 ○ 0.79

下流 119 秋　　竹 あ ま 市 秋竹排水機組合 小切戸川 3k200 ○ 0.91

下流 120 篠　　田 あ ま 市 篠田悪水土地改良区 蟹江川 8k200 ○ 14.00

下流 121 篠田第２ あ ま 市 篠田悪水土地改良区 蟹江川 9k350 ○ 9.60

下流 122 木　　田 あ ま 市 木田排水機組合 蟹江川 9k500 ○ 1.30

上流 123 蜂須賀 あ ま 市 美和町土地改良区 目比川 2ｋ500 ○ 1.90

上流 124 花 ノ 木 あ ま 市 美和町土地改良区 目比川 2ｋ600 ○ 0.18

下流 125 甚目寺第１ あ ま 市 福田川排水対策協議会 福田川 9ｋ600 ○ 0.67

下流 126 新居屋橋 あ ま 市 甚目寺町 福田川 10ｋ120 ○ 0.07

下流 127 甚目寺第３ あ ま 市 福田川排水対策協議会 福田川 10ｋ400 ○ 1.75

下流 128 新居屋 あ ま 市 甚目寺町 福田川 10ｋ400 ○ 0.33

下流 129 甚目寺第２ あ ま 市 福田川排水対策協議会 福田川 10ｋ660 ○ 3.35

小計 50.99

下流 130 西條 大 治 町 福田川排水対策協議会 福田川 7ｋ300 ○ 2.56

下流 131 西條第１ 大 治 町 大治町 福田川 7ｋ300 ○ 1.64

下流 132 西條第３ 大 治 町 大治町 福田川 7k550 ○ 0.32

下流 133 円 楽 寺 大 治 町 福田川排水対策協議会 福田川 8ｋ300 ○

下流 134 小切戸西条 大 治 町 小切戸湛水防除事業協議会 福田川 8ｋ300 ○

下流 135 円 楽 寺 大 治 町 大治町 福田川 8ｋ300 ○ 0.54

下流 136 円楽寺第２ 大 治 町 福田川排水対策協議会 福田川 8ｋ300 ○ 3.02

下流 137 小切戸排水機場 大 治 町 愛知県（建設） 福田川 8ｋ800 ○ 7.30

小計 20.56

下流 138 鍋蓋新田(二) 蟹 江 町 鍋蓋水利組合 日光川 -1ｋ000 ○ 0.32

下流 139 蟹江大澪 蟹 江 町 蟹江大澪悪水土地改良区 日光川 0k400 ○ 9.00

下流 140 蟹江大澪第３ 蟹 江 町 蟹江大澪悪水土地改良区 日光川 0k400 ○ 8.03

下流 141 大 海 用 蟹 江 町 蟹江大澪悪水土地改良区 日光川 0k700 ○ 0.20

上流 142 大　　膳 蟹 江 町 日光川西悪水土地改良区 日光川 2ｋ200 ○ 2.74

上流 143 観 音 寺 蟹 江 町 蟹江大澪悪水土地改良区 日光川 3k300 ○ 4.71

下流 144 鍋蓋新田（三） 蟹 江 町 鍋蓋地区湛水防除協議会 善太川 0ｋ000 ○ 1.30

5.18



下流 145  　善 太　新 蟹 江 町 日光川西悪水土地改良区 善太川 2ｋ000 ○ 23.50

下流 146 善太第３ 蟹 江 町 日光川西悪水土地改良区 善太川 2ｋ000 ○ 10.90

下流 147 善太第２ 蟹 江 町 日光川西悪水土地改良区 善太川 2ｋ000 ○ 12.62

下流 148 舟　　入 蟹 江 町 蟹江町土地改良区 蟹江川 0ｋ950 ○ 1.10

下流 149 本町舟入(一) 蟹 江 町 蟹江町 蟹江川 2k000 ○

下流 150 本町舟入(二) 蟹 江 町 蟹江町土地改良区 蟹江川 2k000 ○

下流 151 本町舟入(三) 蟹 江 町 舟入地区湛水防除協議会 蟹江川 2k000 ○ 1.48

下流 152 本町舟入(四) 蟹 江 町 蟹江町土地改良区 蟹江川 2k000 ○ 2.50

下流 153 今 蟹 江 町 蟹江町土地改良区 蟹江川 3k000 ○ 1.50

下流 154 須　　成 蟹 江 町 小切戸湛水防除事業協議会 蟹江川 3ｋ600 ○ 3.20

下流 155 蟹　　宝 蟹 江 町 小切戸湛水防除事業協議会 蟹江川 3k600 ○ 1.57

小計 85.36

下流 156 両　　郷 飛 島 村 飛島土地改良区 日光川 -4ｋ000 ○ 0.44

下流 157 服　　岡 飛 島 村 飛島土地改良区 日光川 -2ｋ000 ○ 4.10

小計 4.54

713.86

※排水量は包絡ポンプ計画現況値等を記載。表内容は随時更新。

0.69

合　　　計
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（別表第三：第六条第１項関係）基準地点 

単位流域 日光川下流域 日光川上流域 戸田川流域 

基準地点等 日光川内水位観測所 古瀬水位観測所 戸田水位観測所 

位置 日光川 -4k/800 日光川 9k/800 戸田川 1k/050 

設置場所 

海部郡飛島村大字 

梅之郷字宮東 

日光川排水機場 

愛西市古瀬町村前 14

番地先 

名古屋市港区南陽町

大字茶屋後新田 

字二ノ割 1275 

管理者 愛知県海部建設事務所 愛知県海部建設事務所 愛知県尾張建設事務所 

 

（別表第四：第六条第２項関係）基準地点と排水調整対象流域 

 

（別表第五：第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項関係）基準地点の基準水位 

河川名 日光川 戸田川 

基準地点 日光川内水位観測所 古瀬水位観測所 戸田水位観測所 

準備水位 T.P.1.05m T.P.1.5m T.P.-1.90m 

停止水位 T.P.1.35m T.P.1.7m T.P.-1.70m 

排水再開水位 T.P.1.25m T.P.1.6m T.P.-1.75m 

 

（別表第六：第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条関係）通知等の様式一覧 

通知等の

内容 
条 項 

基準地点 副基準地点 

日光川内水位 

観測所 
古瀬水位観測所 戸田水位観測所 

準備 第七条 様式１－１ 様式１－２ 

停止 第八条 
第１項 様式２－１ 様式２－３ 

第２項 様式２－２  

再開 第九条 第１項 様式３－１ 様式３－４ 

解除 第九条 
第２項 様式３－２ 様式３－５ 

第３項 様式３－３  

通知等の

内容 
条 項 排水調整報告 

停止 第八条 
第１項 

 

様式４―１ 

 

様式４－２ 

第２項  

再開 第九条 第１項 様式４－２ 

解除 第九条 
第２項 様式４－２ 

第３項  

 

 基準地点 副基準地点 

日光川内水位観測所 古瀬水位観測所 戸田水位観測所 

排水調整 

対象流域 

日光川下流域 ● － － 

日光川上流域 － ● － 

戸田川流域 － － ● 
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（別図：第八条第２項関係） 
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注１ 日光川流域排水対策調整連絡会議要綱に基づく水位情報通知です。 

２ このﾌｧｯｸｽを受報した者は直ちに上欄の受報時間等を記載してください。 

３ 各建設事務所は発報確認をしてください。 

 

 

                                    

                          

                          

                          

                          

                          

                           

                          

                          

                          

 

                          

                          

受報時間 受報者 

月 日 

時 分 

 

別紙 様式１－１ 

緊急連絡第  号
平成  年  月  日

  時  分 発表

関 係 機 関 殿 

河川管理者 

愛知県知事 大 村 秀 章 

 

日光川流域の排水調整準備水位の通知 

 

                 日光川内水位観測所 

１ 日光川流域排水調整基準地点             の水位が 

                 古瀬水位観測所 

２ 平成  年  月  日  時  分に 

Ｔ.Ｐ.１．０５ｍ 

３ 排水調整準備水位           に達しました。  

Ｔ.Ｐ.１．５ｍ  

               日光川下流域 

４ 排水調整準備対象流域は、        です。 

               日光川上流域 

 

連絡先 海部建設事務所 

電 話  0567－24－2111 

防災行政無線 8－6032－ 431 

ﾌｧｯｸｽ   0567－24－2147 

津島市 （上流） 

愛西市 （上流） 

弥富市 （下流） 

あま市 （上流・下流）

大治町 （下流） 

蟹江町 （上流・下流）

飛島村 （下流） 

名古屋市 （下流） 

一宮市 （上流） 

稲沢市 （上流） 

海
部
建
設
事
務
所 

電
話 

  
  
056

7-
24
-2
11
1 

防
災
行
政
無
線

8
-
6
0
3
2
-
4
3
1
 

F
AX
  
  
 0
567

-2
4-
21
47

尾張建設事務所 

電話     052-961-7211 

防災行政無線 8-602-2727 

FAX     052-961-7879 

発報確認経路 

一宮建設事務所 

電話     0586-72-1415 

防災行政無線 8-613-414 

FAX     0586-72-1972 
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受報時間 受報者 

月 日 

時 分 

 

 

別紙 様式１－２ 

緊急連絡第  号
平成  年  月  日

  時  分 発表

関 係 機 関 殿 

戸田川管理者 

名古屋市長 河 村 たかし 

 

戸田川流域の排水調整準備水位の通知 

 

                  

１ 日光川流域排水調整副基準地点  戸田水位観測所  の水位が 

                  

２ 平成  年  月  日  時  分に 

 

３ 排水調整準備水位  Ｔ.Ｐ.－１．９０ｍ に達しました。  

 

４ 排水調整準備対象流域は、 戸田川流域 です。 

 

連絡先 名古屋市緑政土木局河川工務課 

電 話  052-972-2895   

ﾌｧｯｸｽ   052-972-4165   

注１ 日光川流域排水対策調整連絡会議要綱に基づく水位情報通知です。 

２ このﾌｧｯｸｽを受報した者は直ちに上欄の受報時間等を記載してください。 
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受報時間 受報者 

月 日 

時 分 

 

 

別紙 様式２－１ 

緊急連絡第  号
平成  年  月  日

  時  分 発表

関 係 機 関 殿 

河川管理者 

愛知県知事 大 村 秀 章 

 

日光川流域の排水停止水位の通知 

 

                 日光川内水位観測所 

１ 日光川流域排水調整基準地点             の水位が 

                 古瀬水位観測所 

２ 平成  年  月  日  時  分に 

Ｔ.Ｐ.１．３５ｍ 

３ 排水停止水位            に達しました。 

Ｔ.Ｐ.１．７ｍ  

             日光川下流域 

４ 排水停止対象流域は、         です。 

             日光川上流域 

５ 各市町村は、排水調整状況報告をお願いします。 

連絡先 海部建設事務所 

電 話  0567－24－2111 

防災行政無線 8－6032－ 431 

ﾌｧｯｸｽ   0567－24－2147 

注１ 日光川流域排水対策調整連絡会議要綱に基づく水位情報通知です。 

２ このﾌｧｯｸｽを受報した者は直ちに上欄の受報時間等を記載してください。 

３ 各建設事務所は発報確認をしてください。 

４ 各市町村は措置後、排水調整状況報告(様式４)を提出してください。 

 

 

                                    

                          

                          

                          

                          

                          

                           

                          

          

 

                          

         

津島市 （上流） 

愛西市 （上流） 

弥富市 （下流） 

あま市 （上流・下流）

大治町 （下流） 

蟹江町 （上流・下流）

飛島村 （下流） 

名古屋市 （下流） 

一宮市 （上流） 

稲沢市 （上流） 

海
部
建
設
事
務
所 

電
話 

  
  
056

7-
24
-2
11
1 

防
災
行
政
無
線

8
-
6
0
3
2
-
4
3
1
 

F
AX
  
  
 0
567

-2
4-
21
47

尾張建設事務所 

電話     052-961-7211 

防災行政無線 8-602-2727 

FAX     052-961-7879 

発報確認経路 

一宮建設事務所 

電話     0586-72-1415 

防災行政無線 8-613-414 

FAX     0586-72-1972 
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受報時間 受報者 

月 日 

時 分 

 

 

別紙 様式２－２ 

緊急指令第  号
平成  年  月  日

  時  分 発表

関 係 機 関 殿 

河川管理者 

愛知県知事 大 村 秀 章 

 

日光川流域の排水停止について 

 

１      川      地先     において 

２ 平成  年  月  日  時  分頃 

   越水 

３      しましたので 

   破堤 

４ 日光川流域排水機の排水を停止することを命じます。 

              

５ 排水停止対象流域は、 戸田川流域を除く全ての流域  です。 

              

６ 各市町村は、排水調整状況報告をお願いします。 

連絡先 海部建設事務所 

電 話  0567－24－2111 

防災行政無線 8－6032－ 431 

ﾌｧｯｸｽ   0567－24－2147 

注１ 日光川流域排水対策調整連絡会議要綱に基づく水位情報通知です。 

２ このﾌｧｯｸｽを受報した者は直ちに上欄の受報時間等を記載してください。 

３ 各建設事務所は発報確認をしてください。 

４ 各市町村は措置後、排水調整状況報告(様式４)を提出してください。 

 

 

                                    

                          

                          

                          

                          

                          

                           

                          

                          

 

                          

                          

 

津島市 （上流） 

愛西市 （上流） 

弥富市 （下流） 

あま市 （上流・下流）

大治町 （下流） 

蟹江町 （上流・下流）

飛島村 （下流） 

名古屋市 （下流） 

一宮市 （上流） 

稲沢市 （上流） 

海
部
建
設
事
務
所 

電
話 

  
  
056

7-
24
-2
11
1 

防
災
行
政
無
線

8
-
6
0
3
2
-
4
3
1
 

F
AX
  
  
 0
567

-2
4-
21
47

尾張建設事務所 

電話     052-961-7211 

防災行政無線 8-602-2727 

FAX     052-961-7879 

発報確認経路 

一宮建設事務所 

電話     0586-72-1415 

防災行政無線 8-613-414 

FAX     0586-72-1972 
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受報時間 受報者 

月 日 

時 分 

 

 

別紙 様式２－３ 

緊急連絡第  号
平成  年  月  日

  時  分 発表

関 係 機 関 殿 

戸田川管理者  

名古屋市長 河 村 たかし 

 

戸田川流域の排水停止水位の通知 

 

                  

１ 日光川流域排水調整副基準地点  戸田水位観測所  の水位が 

                  

２ 平成  年  月  日  時  分に 

 

３ 排水停止水位  Ｔ.Ｐ.－１．７０ｍ  に達しました。 

 

４ 排水停止対象流域は、  戸田川流域  です。 

 

５ 関係機関は、排水調整状況報告をお願いします。 

 

連絡先 名古屋市緑政土木局河川工務課 

電 話  052-972-2895   

ﾌｧｯｸｽ   052-972-4165   

注１ 日光川流域排水対策調整連絡会議要綱に基づく水位情報通知です。 

２ このﾌｧｯｸｽを受報した者は直ちに上欄の受報時間等を記載してください。 

３ 受報機関は状況確認をしてください。 

４ 戸田川管理者は措置後、排水調整状況報告(様式４)を提出してください。 
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受報時間 受報者 

月 日 

時 分 

 

 

別紙 様式３－１ 

緊急連絡第  号
平成  年  月  日

  時  分 発表

関 係 機 関 殿 

河川管理者 

愛知県知事 大 村 秀 章 

 

日光川流域の排水再開水位の通知 

 

                 日光川内水位観測所 

１ 日光川流域排水調整基準地点             の水位が 

                 古瀬水位観測所 

２ 平成  年  月  日  時  分に 

Ｔ.Ｐ.１．２５ｍ 

３ 排水再開水位           を下回りましたので、排水機の運転が再開できます。

Ｔ.Ｐ.１．６ｍ  

             日光川下流域 

４ 排水停止対象流域は、        です。 

             日光川上流域 

５ 各市町村は、排水調整状況報告をお願いします。 

連絡先 海部建設事務所 

電 話  0567－24－2111 

防災行政無線 8－6032－ 431 

ﾌｧｯｸｽ   0567－24－2147 

注１ 日光川流域排水対策調整連絡会議要綱に基づく水位情報通知です。 

２ このﾌｧｯｸｽを受報した者は直ちに上欄の受報時間等を記載してください。 

３ 各建設事務所は発報確認をしてください。 

４ 各市町村は措置後、排水調整状況報告(様式４)を提出してください。 

 

 

                                    

                          

                          

                          

                          

                          

                           

                          

                          

 

                          

                          

津島市 （上流） 

愛西市 （上流） 

弥富市 （下流） 

あま市 （上流・下流）

大治町 （下流） 

蟹江町 （上流・下流）

飛島村 （下流） 

名古屋市 （下流） 

一宮市 （上流） 

稲沢市 （上流） 

海
部
建
設
事
務
所 

電
話 

  
  
056

7-
24
-2
11
1 

防
災
行
政
無
線

8
-
6
0
3
2
-
4
3
1
 

F
AX
  
  
 0
567

-2
4-
21
47

尾張建設事務所 

電話     052-961-7211 

防災行政無線 8-602-2727 

FAX     052-961-7879 

発報確認経路 

一宮建設事務所 

電話     0586-72-1415 

防災行政無線 8-613-414 

FAX     0586-72-1972 
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受報時間 受報者 

月 日 

時 分 

 

 

別紙 様式３－２ 

緊急連絡第  号
平成  年  月  日

  時  分 発表

関 係 機 関 殿 

河川管理者 

愛知県知事 大 村 秀 章 

 

日光川流域の排水調整準備水位に係る通知 

 

                 日光川内水位観測所 

１ 日光川流域排水調整基準地点             の水位が 

                 古瀬水位観測所 

２ 平成  年  月  日  時  分に 

Ｔ.Ｐ.１．０５ｍ 

３ 排水調整準備水位            を下回りましたので、排水調整準備は、  

Ｔ.Ｐ.１．５ｍ  

解除になります。 

               日光川下流域 

４ 排水調整準備対象流域は、        です。 

               日光川上流域 

連絡先 海部建設事務所 

電 話  0567－24－2111 

防災行政無線 8－6032－ 431 

ﾌｧｯｸｽ   0567－24－2147 

注１ 日光川流域排水対策調整連絡会議要綱に基づく水位情報通知です。 

２ このﾌｧｯｸｽを受報した者は直ちに上欄の受報時間等を記載してください。 

３ 各建設事務所は発報確認をしてください。 

 

 

                                    

                          

                          

                          

                          

                          

                           

                          

                          

 

                          

                          

 

津島市 （上流） 

愛西市 （上流） 

弥富市 （下流） 

あま市 （上流・下流）

大治町 （下流） 

蟹江町 （上流・下流）

飛島村 （下流） 

名古屋市 （下流） 

一宮市 （上流） 

稲沢市 （上流） 

海
部
建
設
事
務
所 

電
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7-
24
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11
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尾張建設事務所 

電話     052-961-7211 

防災行政無線 8-602-2727 

FAX     052-961-7879 

発報確認経路 

一宮建設事務所 

電話     0586-72-1415 

防災行政無線 8-613-414 

FAX     0586-72-1972 



                      - 305 -

受報時間 受報者 

月 日 

時 分 

 

 

別紙 様式３－３ 

緊急指令第  号
平成  年  月  日

  時  分 発表

関 係 機 関 殿 

河川管理者 

愛知県知事 大 村 秀 章 

 

日光川流域の排水停止の解除（排水再開）について 

 

１      川      地先     において 

２ 平成  年  月  日  時  分頃 

  越水 

３     に対する応急復旧が完了し、なおかつ、河川の水位が低下し排水機の運転による 

  破堤 

破堤箇所などからの浸水のおそれがなくなったので、排水機の排水停止措置を解除します。

  したがって、排水機の運転が再開できます。 

                  

４ 排水調整停止解除対象流域は、 戸田川流域を除く全ての流域  です。 

                  

５ 各市町村は、排水調整状況報告をお願いします。 

 

連絡先 海部建設事務所 

電 話  0567－24－2111 

防災行政無線 8－6032－ 431 

ﾌｧｯｸｽ   0567－24－2147 

注１ 日光川流域排水対策調整連絡会議要綱に基づく水位情報通知です。 

２ このﾌｧｯｸｽを受報した者は直ちに上欄の受報時間等を記載してください。 

３ 各建設事務所は発報確認をしてください。 

４ 各市町村は措置後、排水調整状況報告(様式４)を提出してください。 

 

 

                                    

                          

                          

                          

                          

                          

                           

                          

                          

 

                          

                          

津島市 （上流） 

愛西市 （上流） 

弥富市 （下流） 

あま市 （上流・下流）

大治町 （下流） 

蟹江町 （上流・下流）

飛島村 （下流） 

名古屋市 （下流） 

一宮市 （上流） 

稲沢市 （上流） 

海
部
建
設
事
務
所 

電
話 

  
  
056

7-
24
-2
11
1 

防
災
行
政
無
線

8
-
6
0
3
2
-
4
3
1
 

F
AX
  
  
 0
567

-2
4-
21
47

尾張建設事務所 

電話     052-961-7211 

防災行政無線 8-602-2727 

FAX     052-961-7879 

発報確認経路 

一宮建設事務所 

電話     0586-72-1415 

防災行政無線 8-613-414 

FAX     0586-72-1972 



                      - 306 -

受報時間 受報者 

月 日 

時 分 

 

 

別紙 様式３－４ 

緊急連絡第  号
平成  年  月  日

  時  分 発表

関 係 機 関 殿 

戸田川管理者  

名古屋市長 河 村 たかし 

 

戸田川流域の排水再開水位の通知 

 

 

１ 日光川流域排水調整副基準地点  戸田水位観測所  の水位が 

  

２ 平成  年  月  日  時  分に 

 

３ 排水再開水位  Ｔ.Ｐ.－１．７５ｍ を下回りましたので、排水機の運転が再開できます。

 

５ 排水停止対象流域は、  戸田川流域  です。 

 

６ 関係機関は、排水調整状況報告をお願いします。 

 

連絡先 名古屋市緑政土木局河川工務課 

電 話  052-972-2895   

                      ﾌｧｯｸｽ   052-972-4165     

注１ 日光川流域排水対策調整連絡会議要綱に基づく水位情報通知です。 

２ このﾌｧｯｸｽを受報した者は直ちに上欄の受報時間等を記載してください。 

３ 受報機関は状況確認をしてください。 

４ 戸田川管理者は措置後、排水調整状況報告(様式４)を提出してください。 
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受報時間 受報者 

月 日 

時 分 

 

 

別紙 様式３－５ 

緊急連絡第  号
平成  年  月  日

  時  分 発表

関 係 機 関 殿 

戸田川管理者  

名古屋市長 河 村 たかし 

 

戸田川流域の排水調整準備水位に係る通知 

 

 

１ 日光川流域排水調整副基準地点  戸田水位観測所  の水位が 

 

２ 平成  年  月  日  時  分に 

 

３ 排水調整準備水位  Ｔ.Ｐ.－１．９０ｍ  を下回りましたので、排水調整準備は、  

解除になります。 

 

４ 排水調整準備対象流域は、  戸田川流域  です。 

 

     

連絡先 名古屋市緑政土木局河川工務課 

電 話  052-972-2895   

                      ﾌｧｯｸｽ   052-972-4165     

注１ 日光川流域排水対策調整連絡会議要綱に基づく水位情報通知です。 

２ このﾌｧｯｸｽを受報した者は直ちに上欄の受報時間等を記載してください。 
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別紙 様式４―１ 

平成  年  月  日 

 

河川管理者 愛知県知事 殿 

 

(市町村長)             

 

日光川流域の排水調整状況について(第 報) 

平成 年 月 日 時 分現在の管内排水機の排水調整状況は下記のとおりです。 

 

区

分 

番

号 
排水機場名 運転停止日時 運転再開日時 備考 

日

光

川

下

流

域 

 排水機場 日  時  分停止 日  時  分再開  

 排水機場 日  時  分停止 日  時  分再開  

 排水機場 日  時  分停止 日  時  分再開  

 排水機場 日  時  分停止 日  時  分再開  

 排水機場 日  時  分停止 日  時  分再開  

 排水機場 日  時  分停止 日  時  分再開  

 排水機場 日  時  分停止 日  時  分再開  

 排水機場 日  時  分停止 日  時  分再開  

 排水機場 日  時  分停止 日  時  分再開  

 排水機場 日  時  分停止 日  時  分再開  

日

光

川

上

流

域 

 排水機場 日  時  分停止 日  時  分再開  

 排水機場 日  時  分停止 日  時  分再開  

 排水機場 日  時  分停止 日  時  分再開  

 排水機場 日  時  分停止 日  時  分再開  

 排水機場 日  時  分停止 日  時  分再開  

 排水機場 日  時  分停止 日  時  分再開  

 排水機場 日  時  分停止 日  時  分再開  

 排水機場 日  時  分停止 日  時  分再開  

 排水機場 日  時  分停止 日  時  分再開  

 排水機場 日  時  分停止 日  時  分再開  

 排水機場 日  時  分停止 日  時  分再開  

合計     排水機場 排水機場 排水機場  

報告担当者    市役所(町・村役場)     課 氏名         

連 絡 先 電話番号               

注 1 本表番号欄、排水機場名は、日光川流域排水調整要綱別表第一の記載と一致させるこ

と。 

 2 報告担当連絡先は現在確実に連絡できる電話番号を記載すること。 

 3 再開報告にあたっては、停止報告時の報告書の運転再開日時欄に記入し、第二報等とす

ること。 
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別紙 様式４―２ 

平成  年  月  日 

 

戸田川管理者         

               殿 

（河川管理者 愛知県知事） 

 

(排水機管理者)             

 

（戸田川管理者           ） 

 

日光川流域の排水調整状況について(第 報) 

平成 年 月 日 時 分現在の管内排水機の排水調整状況は下記のとおりです。 

 

区

分 

番

号 
排水機場名 運転停止日時 運転再開日時 備考 

戸

田

川

流

域 

 排水機場 日  時  分停止 日  時  分再開  

 排水機場 日  時  分停止 日  時  分再開  

 排水機場 日  時  分停止 日  時  分再開  

 排水機場 日  時  分停止 日  時  分再開  

 排水機場 日  時  分停止 日  時  分再開  

 排水機場 日  時  分停止 日  時  分再開  

 排水機場 日  時  分停止 日  時  分再開  

 排水機場 日  時  分停止 日  時  分再開  

 排水機場 日  時  分停止 日  時  分再開  

 排水機場 日  時  分停止 日  時  分再開  

合計     排水機場 排水機場 排水機場  

報告担当者    市役所(町・村役場)     課 氏名         

連 絡 先 電話番号               

注 1 本表番号欄、排水機場名は、日光川流域排水調整要綱別表第一の記載と一致させるこ

と。 

 2 報告担当連絡先は現在確実に連絡できる電話番号を記載すること。 

 3 再開報告にあたっては、停止報告時の報告書の運転再開日時欄に記入し、第二報等とす

ること。 

 ４ 戸田川管理者から河川管理者へ報告する場合は、（   ）内の名称を使用すること。 
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(2) 日光川流域排水対策調整連絡会議要綱 

（目的） 

第一条 二級河川日光川流域において、河川の越水及び破堤による氾濫のおそれがあるとき、

「日光川流域排水調整要綱」（平成２２年７月１日制定）に基づき、河川及び内水の排水の

ために設置された排水機の運転調整（以下「排水調整」という。）を実施するために必要と

なる防災及び水防機関への通知並びに情報の伝達、収集を円滑に実施することを目的に日

光川流域排水対策調整連絡会議（以下「連絡会議」という）を設置する。 

（連絡会議の職務） 

第二条 連絡会議は前条の目的を達成するため、以下の事項について定める。 

 一 防災、水防に関する関係機関相互の情報の収集、伝達方法 

 二 河川管理者が発した排水調整の発令などの通知、伝達方法及び通知先機関 

 三 前各号に掲げるもののほか、排水調整を実施することにより必要となる事項 

（組織） 

第三条 連絡会議は、別表に掲げる行政機関の職にあるものにより構成する。 

２ 連絡会議には、会長を置く。 

３ 連絡会議には、副会長を置く。 

４ 連絡会議には事務局を置く。 

（会長等） 

第四条 連絡会議の会長は、愛知県建設部河川課長とする。 

２ 連絡会議の副会長は、愛知県海部建設事務所流域調整監とする。会長に事故があるとき

は、副会長が会長の職務を代行する。 

３ 会長は議事その他の会務を総括する。 

（連絡会議の開催） 

第五条 連絡会議の開催は、会長が招集する。 

（事務局） 

第六条 連絡会議の事務局は、愛知県建設部河川課におく。 

２ 事務局は、会長の指示により連絡会議の会務を処理する。 

（雑則） 

第七条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に必要な事項は別に定めることがで

きるものとする。 

２ この連絡会議において定めた事項は、各市町村が定める地域防災計画及び水防計画に記

載し、関係者に周知を図るものとする。 

附 則 

この要綱は平成２２年７月１日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は平成２３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は平成２５年４月１日から施行する。 
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＜別表＞ 

機関 部局 官職 

愛知県 防災局 災害対策課長 

農林水産部農林基盤担当局 農地計画課長 

建設部 河川課長（会長） 

尾張県民事務所 防災保安課長 

同海部県民センター 県民安全防災課長 

尾張農林水産事務所 建設課長 

同一宮支所 同上 

海部農林水産事務所 同上 

尾張建設事務所 維持管理課長 

一宮建設事務所 同上 

海部建設事務所 流域調整監（副会長） 

名古屋市 防災・水防部局 主務課長 

一宮市 同上 同上 

津島市 同上 同上 

江南市 同上 同上 

稲沢市 同上 同上 

愛西市 同上 同上 

清須市 同上 同上 

弥富市 同上 同上 

あま市 同上 同上 

大治町 同上 同上 

蟹江町 同上 同上 

飛島村 同上 同上 

愛知県尾張水害予防組合 事務局長 

海部地区水防事務組合 同上 
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日光川流域の排水調整の通知・伝達系統図 

＜日光川下流域（日光川内水位観測所）＞ 

     の市町及び各機関は愛知県高度情報通信ネットワーク（ＦＡＸ一斉指令）

により直接海部建設事務所から水位情報等の通知がある。 

       の市町村は排水調整対象の排水機があり、県に対し排水調整報告を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  例 水位情報通知等は海部建設事務所から全機関に発信されますが、その発報確認は、尾

張建設事務所の管内については、排水機がある市に対して尾張建設事務所が行い、尾張建

設事務所はその旨を海部建設事務所に報告する。排水状況報告も同じ経路により行う。 

津島市 

海部地区水防事務組合 

愛知県尾張農林水産事務所 

尾張水害予防組合 

 fax 0586-72-8555

愛知県尾張農林水産事務所 一宮支所

 愛知県防災局災害対策課

 愛知県農地計画課 

排水機管理者

排水機管理者 

排水調整 

状況報告 

 

水位情報

通知等・ 

発報確認 

水位情報

通知等 

排水調整

状況報告 

情報連絡等 

愛知県尾張県民事務所海部県民センター

愛知県尾張県民事務所 

江南市 

 愛知県河川課 fax 052-953-1457

 報道機関

排水機管理者

排水機管理者

排水機管理者

排水機管理者

排水機管理者 

愛 

知 

県 

海 

部 

建 

設 

事 

務 

所 

 

電
話 

 

０
５
６
７
―
２
４
―
２
１
１
１ 

防
災
行
政
無
線
８
―
６
０
３
２
―
４
３
１ 

 

ｆ
ａ
ｘ 

０
５
６
７
―
２
４
―
２
１
４
７ 

愛知県海部農林水産事務所 

愛西市 

一宮市 排水機管理者 

愛知県一宮建設事務所
電話  ０５８６―７２―１４１５ 

防災行政無線 ８―６１３―４３４ 
ｆａｘ ０５８６―７２―１９７２ 

名古屋市 

清須市 

愛知県尾張建設事務所
電話  ０５２―９６１―７２１１ 

防災行政無線８―６０２―２７２７ 

ｆａｘ ０５２―９６１―７８７９ 

排水機管理者

排水機管理者

飛島村 

蟹江町 

大治町 

あま市 

弥富市 

稲沢市 
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日光川流域の排水調整の通知・伝達系統図 

＜日光川上流域（古瀬水位観測所）＞ 

     の市町及び各機関は愛知県高度情報通信ネットワーク（ＦＡＸ一斉指令）

により直接海部建設事務所から水位情報等の通知がある。 

       の市町は排水調整対象の排水機があり、県に対し排水調整報告を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  例 水位情報通知等は海部建設事務所から全機関に発信されますが、その発報確認は、一

宮建設事務所の管内については、排水機がある市に対して一宮建設事務所が行い、一宮建

設事務所はその旨を海部建設事務所に報告する。排水状況報告も同じ経路により行う。 

津島市 

海部地区水防事務組合 

愛知県尾張農林水産事務所 

尾張水害予防組合 

 fax 0586-72-8555

愛知県尾張農林水産事務所 一宮支所

 愛知県防災局災害対策課

 愛知県農地計画課 

排水機管理者

排水機管理者 

排水調整 

状況報告 

 

水位情報

通知等・ 

発報確認 

水位情報

通知等 

排水調整

状況報告 

情報連絡等 

愛知県尾張県民事務所海部県民センター

愛知県尾張県民事務所 

江南市 

 愛知県河川課 fax 052-953-1457

 報道機関

排水機管理者

排水機管理者

排水機管理者

排水機管理者

排水機管理者 

愛 

知 

県 

海 

部 

建 

設 

事 

務 

所 

 

電
話 

 

０
５
６
７
―
２
４
―
２
１
１
１ 

防
災
行
政
無
線
８
―
６
０
３
２
―
４
３
１ 

 

ｆ
ａ
ｘ 

０
５
６
７
―
２
４
―
２
１
４
７ 

愛知県海部農林水産事務所 

愛西市 

一宮市 排水機管理者 

愛知県一宮建設事務所
電話  ０５８６―７２―１４１５ 

防災行政無線 ８―６１３―４３４ 
ｆａｘ ０５８６―７２―１９７２ 

名古屋市 

清須市 

愛知県尾張建設事務所
電話  ０５２―９６１―７２１１ 

防災行政無線８―６０２―２７２７ 

ｆａｘ ０５２―９６１―７８７９ 

排水機管理者

排水機管理者

飛島村 

蟹江町 

大治町 

あま市 

弥富市 

稲沢市 
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日光川流域の排水調整の通知・伝達系統図 

＜戸田川流域（戸田水位観測所）＞ 

     の愛知県各機関及び関係市町は愛知県高度情報通信ネットワーク（ＦＡＸ

一斉指令）により名古屋市河川工務課から水位情報等の通知がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例 水位情報通知等は名古屋市から排水機管理者と県関係機関及び関係市町に発信します。 

排水状況報告は名古屋市から愛知県尾張建設事務所へ行い、愛知県尾張建設事務所は愛知

県建設部河川課及び愛知県海部建設事務所へ報告する。 

 

 

 

 

愛知県尾張県民事務所 

 愛知県防災局災害対策課  

 愛知県農地計画課 

排水機管理者 

水位情報

通知等 

排水調整

状況報告

愛知県尾張農林水産事務所 

 愛知県河川課 fax 052-953-1457 
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海部地区水防事務組合 

愛知県尾張県民事務所海部県民センター

愛知県海部農林水産事務所 

あま市 

大治町 

蟹江町 

愛知県海部建設事務所 

愛知県尾張建設事務所 
 
電話  ０５２－９６１－７２１１ 
防災行政無線 ８―６０２－２７２７
ｆａｘ ０５２－９６１－７８７９ 

水位情報

通知等 

名古屋市 
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第十三章 その他 

 

 

第一節 水防訓練 

 

１ 県の水防訓練 

 県の水防に関する訓練は水防工法、避難立退き、通信連絡及び応急救護等を関係機関の協

力を得て実施する総合訓練と水防工法、通信連絡を中心とした地区訓練の２種とする。 

 

２ 指定水防管理団体の水防訓練 

(1) 水防訓練実施要項 

 指定水防管理団体の水防訓練は、次の項目について行い、非常時にとるべき行動を手順

通り実践することにより実地に役立つものとする。また、住民の積極的な参加を得るよう

努め、水防への関心を高める。 

ア 観測（水位、潮位、雨量、風速） 

イ 通報（電話、無線、インターネット、電子メール、携帯電話、口頭伝達） 

ウ 動員（水防団、消防団、居住者、ボランティア） 

エ 輸送（資器材、人員） 

オ 工法（水防工法） 

カ 樋門等の操作 

キ 避難（避難勧告等の放送・伝達、居住者の避難） 

(2) 水防訓練の実施時期 

ア 指定水防管理団体の水防訓練の実施時期は、４月から８月までの間（出水期前が望ま

しい）とし、必ず１回以上実施するものとする。 

イ 非指定水防管理団体にあっても、指定水防管理団体に準じて実施するよう努めるもの

とする。 

 

 

第二節 水防管理団体の水防計画の基準と指導方針 

 

１ 水防管理団体の水防計画策定要領 

(1) 指定水防管理団体は、毎年水防計画を愛知県水防計画及び次に示す基準により策定し、

知事に協議しなければならない。また水防計画を変更したときは、その都度協議する。（法

第３２条第１項） 

(2) 非指定水防管理団体は指定水防管理団体に準じて水防計画を策定し、知事に提出する。 

(3) 水防計画は、あらゆる事態を想定した上で、実際に役立つよう、一読して容易に内容を

理解できる記述により、県水防計画より詳細かつ具体的に策定する。また、策定した水防

計画は、水防団員、消防団員、水防管理団体始め関係機関の職員及び住民に、その内容を

周知徹底するよう努める。 
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２ 水防管理団体の水防計画作成基準 

 水防管理団体が水防の目的を完全に達成するため組織の整備、資器材、特に通信施設の充

実を、最新の技術又は機器を導入するなどして通信連絡方法の合理的な運営を図るとともに、

現場に則しあらゆる事象を想定して詳細かつ具体的な計画を策定するものとする。 

(1) 総則 

ア 目的 

イ 水防管理団体の責任 

ウ 住民の義務 

エ 水防計画の周知方法［配布数量、配布先、説明会の開催］ 

(2) 水防組織 

ア 水防本部［組織及び事務分担を定める］ 

イ 水防団［事務分担、分担区域、責任者、人員］ 

ウ 非常配備［水防管理団体の水防本部、水防団・消防団］ 

(3) 水防施設 

ア 重要水防箇所［河川名、位置、対応水防工法、重要水こう門等］ 

イ 水防資器材［水防倉庫の位置、備蓄水防資器材の種類・数量、土のう用土砂の存在位

置・土量］ 

(4) 水防活動 

ア 気象・水位・潮位 ［雨量、水防団待機水位（通報水位）、はん濫注意水位（警戒水

位）、出動水位、はん濫危険水位（危険水位）、潮位］ 

イ 各種通報 ［気象予警報、水防警報、洪水予報、水位情報、ダム警報］ 

ウ 通信 ［連絡責任者、系統図、連絡先、連絡方法、連絡事項、停電等非常時の連絡手

段の確保］ 

エ 巡視警戒 ［責任者、分担区域、人員、巡視方法、異常発見時の連絡方法］ 

オ 水こう門、排水ポンプ場、堰堤、ため池等の操作 ［操作規則、操作要領、操作責任

者、連絡体制、停電時の排水能力の確保］ 

カ 水防作業の実施 ［水防工法］ 

キ 避難勧告・立退きの指示 ［勧告・指示の発令基準、住民・災害時要援護者等への伝

達方法、視聴覚障害者等への伝達手段、避難者の搬送、避難所の位置、備蓄食糧・物品］ 

ク 堤防等の決壊によるはん濫 ［連絡先、連絡方法、処置］ 

ケ 非常輸送 ［輸送車両・舟艇、対象物品、輸送ルート、輸送機関との協定内容］ 

コ 水防信号及び標識 

サ 公用負担 ［証票の標示］ 

シ 他機関との応援協力 ［協定］ 

ス 水防報告 ［県水防計画に準じて作成］ 

(5) 水防訓練 

 実施時期、実施内容、参加機関 
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